
令和５年度松阪市介護保険サービス
事業者等集団指導

令和5年7月11日（火）
松阪市福祉会館3階大会議室

松阪市介護保険課
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4.高齢者虐待への対応と現状
松阪市高齢者支援課

3.洪水・土砂災害に備えて
松阪市防災対策課

6.令和4年度運営指導の状況について
松阪市介護保険課

5.令和4年度事故状況について
松阪市介護保険課

1.あいさつ

2. （1）介護保険サービス事業者のための労働基準法のポイント
（2）『死亡災害ゼロアンダー240松阪＆多気』の実現を︕

松阪労働基準監督署



9.介護職員処遇改善加算等について
松阪市介護保険課

10.運営推進会議等について
松阪市介護保険課

7.令和6年3月末までの経過措置について
松阪市介護保険課

8.認知症介護基礎研修について
松阪市介護保険課

11.アンケートについて
松阪市介護保険課



介護保険サービス事業者のための
労 働 基 準 法 の ポ イ ン ト

松阪労働基準監督署
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1 労働条件の明示

○労働条件通知書に記された労働条件が実際とは異なっていた。
⇒労働条件通知書で提示された労働条件と実際の労働条件が異なることが判明した場合、労働者は即座に労働契約を解
除できます。

⇒また、本人の同意なく、労働条件通知書で提示された賃金額を下回る金額での賃金の支払うこと（同意なき賃下げ）
は無効となります。（当初の提示額を支払わなければなりません。）

○入社の際、労働条件通知書の交付はなく、口頭で月給25万円と言われ入社したが、実際には、月給
19万円しか支払われなかった。
⇒労働契約は、口頭（口約束）でも成立しますので、事業主は約定の月給25万円を支払う必要があります。
⇒ただし、口頭での約束は、争いが生じたときに、事業主から「そんな約束はしていない」と言われてしまうと、水掛
け論となってしまうため、証拠保全のために、必ず書面による交付を求めましょう。

よ く あ る ト ラ ブ ル と 対 応

労働者を雇い入れる際、会社は労働条件を書面
（労働条件通知書）で明示しなければなりません
（労働者に労働条件通知書を渡す必要があります）

労働者
会社

（事業主）

書 面 の 交 付 労働条件通知書

契 約 期 間
業 務 の 種 類
賃 金 額
労 働 日 ・ 休 日
始業 ・ 終業 時刻
退職に関する事項

同 内 容 の も の
を 保 管
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2 労働時間の基本原則

＜時間外労働時間の求め方＞・・・時間外労働＝①日ごとの時間外労働＋②週の時間外労働
①まず、1日ごとに労働時間が8hを超えていないかをチェック（日ごとの時間外労働）
⇒上図Aでは、月に9h労働させているので、1hが日ごとの時間外労働
⇒上図Bでは、火に9h労働させているので、1hが日ごとの時間外労働

②次に、①で求めた日ごとの時間外労働を除き、１週間の労働時間を足したもの（1日8h以内の労働時間の総和）が40hを超えているかをチェック
（週の時間外労働）

⇒上図Aでは、①で求めた日ごとの時間外労働2hを除き、日〜⼟の週の労働時間の総和は39h(<40h)となるので、週の時間外労働はない
⇒上図Bでは、①で求めた日ごとの時間外労働1ｈを除き、日〜⼟の週の労働時間の総和は48h(>40ｈ)となり、40hを超える8hが週の時間外労働
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日 月 火 水 木 金 ⼟ 日 月 火 水 木 金 ⼟

8h
A B①:1日8h超え

（日ごとの時間外労働）

時間外労働時間

法定労働時間

原 則
1日 8時間
1週40時間

まで

ただし

労働者の代表と
・対象労働者
・対 象 業 務
・限度（上限）時間
を取り決めることで
時間外労働が可能

②: 内の合計が40h超え
（週の時間外労働）
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サービス提供先や事業場（事務所）間の移動時間については、
労働基準法上の労働時間（指揮命令下の労働）となり、少なくとも時間当た
り最低賃金額以上の賃金額の支払が必要となります。
※自宅から最初のサービス提供先までの移動、最後のサービス提供先から自宅への移動については通勤時間となります。

①は自宅⇔就労場所間の移動のため通勤時間

②はサービス提供先（利用者宅）間の移動時間
であり指揮命令下の労働とみなされる

③はサービス提供先と事業場（事務所）間の移動
であり、事業場において日報の提出や報告書の
作成といった業務を行わせる場合の移動時間も
指揮命令下の労働とみなされる

移動時間の算定に当たっては、
・サービス提供先でのサービス開始・終了時刻から移動時間を算定
・各訪問先間の移動距離から移動時間を算定

などの方法により、時間記録・管理を行う必要があります。

2-1 移動時間の労働時間について
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1日の労働時間が通算して⼀定の⻑さを超える場合、当該労働時間の途中
（始業と終業との間）に労働者が自由に利用できる休憩を与えなければなら
ない。

ただし、製造業、鉱業、建設業、※農林水産業種については、休憩時間は⼀⻫
（事業場ごとに全ての労働者が同じ時間帯）に与えなければならない。

※しかしながら農林水産業種（林業除く）については労働時間、休憩、休日の規定は適用されません

また、業種によらず、監視・断続労働（いわゆる宿日直勤務）については監
督署⻑の許可を得たうえで労働時間、休日、休憩時間の規定が免除されます。
⇒つまり、1日8時間を超えた労働、週7日の勤務、休憩時間なしの勤務が可能になります。

３ 休憩時間

与えなければならない休憩時間の⻑さ
6 時 間 を 超 え る 場 合 ・ ・ ・ 4 5 分
8 時 間 を 超 え る 場 合 ・ ・ ・ 6 0 分

労働 労働
休
憩

始業 終業
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４ 法定休日
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日 月 火 水 木 金 土

8h

②週の時間外労働=48-40=8h

①日ごとの時間外労働=1+1=2h

③法定休日労働=8h

左図の場合、

A：時間外労働＝①＋②＝10h・・・2割5分

B：法定休日労働＝③＝ 8h・・・3割5分

の時間外（法定休日）労働が発生する。

時間外労働と法定休日労働

労
働
日

労
働
日

労
働
日

労
働
日

労
働
日

日 月 火 水 木 金 ⼟

休

法 定 休 日 （ 原 則 ）

日 月 火 水 木 金 ⼟
１ ２ ３

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
休
１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

休
１8 19 20 21 22 23 24
休 休
25 26 27 28 29 30 31

法 定 休 日 （ 例 外 ）

労
働
日

1週につき1日以上 4 週 で 4 日 以 上

4
週

4日以上

ただし
労働者の代表と
・対象労働者 ・対象業務 ・限度（上限）日数
を取り決めることで（法定）休日労働が可能
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５ 労働時間制度

変形労働時間制 裁量労働制 その他の制度

制度名 １か月単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制

専門業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制 フレックスタイム制

労使協定で
定める事項

①一定期間（１か月～１年）の労働日と労働時間を

あらかじめ指定

②一定期間を平均した週の労働時間を40時間以内

とすることが条件

③１日9時間や週48時間のなど法定労働時間以上を

指定することも可

④①②の条件が満たされる場合に限り、1日8時間、

週40時間を超えても時間外労働とならない。

①研究開発、新聞・出版の編集、放送番組の制作、

金融商品の開発など法令で指定された業務または

事業の運営についての企画、立案、調査、分析の

業務を対象とする。

②業務の遂行手段および時間配分の決定を労働者に

委ねていることが条件

③労働時間はみなし時間として設定し、実際の勤務

時間に関わらず、当該みなし時間が1日の労働時

間とみなされる。

①3か月以内の一定期間で総労働時間を事前に設定

する。

②①で設定した総労働時間の範囲で、各労働者が各

日の始業および終業時刻を選択

③対象となる労働者の範囲、標準となる1日の労働

時間などを事前に定めることが必要

労働 労働
休
憩

始業 終業

始業から終業までの時間か
ら休憩時間を除いた時間
所定労働時間

⇒所定労働日（例：月〜金、⼟日休など）に勤務

労働 労働
休
憩？

始業：7時 終業：17時

始業：10時 終業：16時

労働 労働
休
憩

労働 労働
休
憩

労働者の裁量に任せるところが大きく、始業・終業を
⼀律に決めれない⇒標準的な１日（月）の労働時間だけを決めたい⼀般の労働契約では、始業時刻、終業時刻、

休憩時間、所定労働日が⼀律に決まっている。

繁忙期

閑散期

業務の繁忙・閑散や時期に応じて、所定労働日、所定労働
時間を調整したい。

一 般 的 な 労 働 時 間 制 度 例 外 的 な 労 働 時 間 制 度

※ ⼀ 定 の 条 件 （ 制 約 ） の も と で 、 採 用 可 能
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①新商品、新技術の研究開発または人文科学・自然科学の研究
②情報処理システムの分析・設計
③新聞出版の事業における記事の取材・編集、放送番組の制作のための取材・編集の業務
④デザイナーの業務
⑤放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー、ディレクターの業務
⑥コピーライターの業務
⑦システムコンサルタントの業務
⑧インテリアコーディネーターの業務
⑨ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
⑩証券アナリストの業務
⑪金融工学等の知識を用いる金融商品の開発の業務
⑫大学での教授研究の業務（主として研究に従事するものに限る）
⑬公認会計士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士の業務
⑭事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析の業務

６ 変則的な労働時間制度

変 形 労 働 時 間 制 の イ メ ー ジ

日 月 火 水 木 金 ⼟ 週の合計

１ ２ ３
8h 8h 休

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 49ｈ休 9h 8h 8h 8h 9h 7h
１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ 28ｈ休 休 7h 7h 7h 7h 休
１8 19 20 21 22 23 24 28ｈ休 休 7h 7h 7h 7h 休
25 26 27 28 29 30 49ｈ7h 9h 8h 8h 8h 9h

（例）：月末月初は繁忙期、それ以外の週は閑散期のケース

先 1 ヶ 月 の

各日の労働日

労 働 時 間

を 指 定

第2週と第4週で、

1日8h、週40h
を超えているが、1ヶ月を平均すると、

週39.6h（<40h）
となり、この場合、1日8h、週40hを超
えた部分は時間外労働とみなされない。

※1日9ｈと指定した日に、9h労働を行っても時間外ではないが、10ｈ労働した場
合、指定した労働時間を超える1hは時間外労働となる。
また、週49時間と指定した週に、49ｈを超えて労働させた場合も時間外労働となる。

裁量労働制のイメージ

対象となる業務

業務の性質上、その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必
要があり、業務遂行の手段や時間配分などに関し、具体的な指
示が困難（または、指示をしない）業務

1日当たりの
みなし労働時間
（標準となる時間）

対象業務の範囲

健康福祉確保措置

苦情処理の措置

を労使で取決

h
7
h

7
h

9
h h

10 11

実際の勤務実績

日 月 火 水 木 金 土

み
な
し
時
間

み
な
し
時
間

み
な
し
時
間

み
な
し
時
間

み
な
し
時
間

日 月 火 水 木 金 土

制度上の勤務実績

実際の勤務実績によらず
「みなし労働時間」
労働したものとみなす

※１日のみなし時間が法定労働時間を超える場合
は 、 当 然 時 間 外 手 当 の 支 払 が 必 要 と な る
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７ 賃金の原則

賃金とは、労働の対償として労働者に支払われる⼀切
のものを指します。
会社は、労働契約を締結する際に双方で同意した金額の全額を、
通貨で、毎月⼀定期日に1回以上、労働者本人に直接渡さなけ
ればなりません。

労働者 会社
（事業主）

契 約 内 容 に 基 づ い た 労 務 の 提 供

・契約上の全額※1（約定賃金）を通貨で
・⼀定期日以内ごとに 1回以上※ 2
・ 労 働 者 本 人 に 直 接 払
（本人の同意のもと銀行振込も可能）

労 務 提 供 の 対 償 と し て 賃 金 の 支 払

○毎月末締め翌月末払の契約で、給料日に突然「支払はあと１か月待ってほしい」といわれた
⇒労働基準法では、生活の糧である賃金は、定期的に予定された全額の支払を保証するという労働者保護の観点から、毎月1回以上の決
まった日（給料日）に賃金全額を支払うことを会社に義務付けています。（賃金支払の原則）

⇒この場合、想定している給料日に賃金が払われないことになるため、労働者は生活に困ることになり、法律上も当然認められません。
（労働基準法違反）
⇒しかし、最初から末締めの翌々末払である場合はどうでしょうか。この場合、2回目以降の給料日は１ヶ月ごとに１回必ず来るため、賃
金を締めた後の支払日までの設定期間が不当に⻑い期間でない限り賃金支払の原則には反しません。

よ く あ る ト ラ ブ ル と 対 応

※1 賃金の全額から、税金や社会保険などの公租公課、労働組合費や積立金などの使途・金額ともに事理明白なものの控除は認められます。
※2 結婚手当など、臨時的・突発的な事由で支払われるものや、金額が確定していないものにはこの原則は適用されません。
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８ 賃金の種類

賃 金

定 期 賃 金

支給基準は決まっているが、金額、支払時期が不確定な賃金
（例）慶事手当、見舞金、決算賞与

⇒毎月1回以上定期的に支払う義務はありません。
※ただし、双方同意した金額の全額払の原則は適用されます

臨 時 の 賃 金

毎月支払が約束される賃金
（例）時給900円、日給8,000円、月給200,000円

基 本 給

○いくら残業をしても「残業代は基本給に含まれている」と言われた。
⇒求人情報や労働条件通知書などで、「基本給○○万円（△△時間分の残業代を含む）」（残業代込みの基本給）や「残業手当 固定額
月××万円」（固定残業代）といった記述を目にすることがあります。

⇒これらの賃金制度はそれ自体が違法ではありませんが、労働条件を明示するに当たって、「残業代込みの基本給」の場合、基本となる
部分と残業代の部分がそれぞれいくらかを明確にしなければなりません。また、「固定残業」の場合は、固定額が何時間分の残業（時
間外）を含むのかを労働者に明確にしなければなりません。
⇒また、どのように設定しても（労働者の同意があっても）、固定の残業時間を超えた場合は、追加で時間外手当（残業代）を支払わな
ければなりません。・・・付録2も参照

よ く あ る ト ラ ブ ル と 対 応

基本給以外で、労働能力や勤務成績に応じて、また就労上
の補助のためなど、支給基準と支給金額が明確な賃金
（例）職務手当、精皆勤手当、通勤手当、単身赴任手当、

住宅手当、扶養手当など

①法定労働時間を超えた場合の時間外労働、②法定休日や
所定の休日にした場合の休日労働、③午後10時〜午前5時の
時間帯の深夜労働に対する賃金（法定額は下回れない。）

諸 手 当

時 間 外 手 当

労務の提供に基づき、支給基準と金額が明確な賃金
⇒毎月1回以上定期的に支払う義務があります。

※ただし支給基準が1ヶ月を超える期間を基礎とする諸手当（賞与等）は除く

注意点
１．時間外手当の単価（1時間当たりの単価）の算定に当
たっては、定期賃金のうち、①家族手当、②通勤手当、
③住宅補助手当、④別居（単身赴任など）手当、⑤子女
教育手当、⑥１ヶ月を超える支給基準を定めた諸手当（賞
与等）と⑦臨時の賃金を除く、全ての賃金を算定の基礎
としなければなりません。

２．定期賃金のうち、①時間外手当、②精皆勤手当、③通
勤手当、④家族手当と⑤臨時の賃金を除いた賃金の合計
額は、都道府県単位で定められている最低賃金額（また
は最低賃金額で計算した金額）を下回ることはできませ
ん。

3. 各定期賃金は時間給、日給、月給、出来高給（歩合
給）など様々な支給（時期）基準があります。

※具体的な計算方法などは、付録1、2参照

10



Q＆A（労働時間・賃金編）

○始業前・終業後の⾏為（着替えや清掃、朝礼等）の労働時間該当性について
労働時間とは、労働契約に基づき、事業主の指揮命令に服する義務を負っている時間のことを指し

ます。
つまり、朝礼、着替え、清掃、研修等その名称によらず、
①事業主の指揮または命令するところにより行い
②その行為について、実質的に労働者に許諾の自由がないもの
はすべからく労働時間となり約定賃金を支払義務が生じます。
また、上司等から直接的な指示がなかったとしても、実質的にやらざる得ない状況にあるなど、当

該業務遂行について労働者の許諾の自由が制限されているような場合も労働時間となります。（例：
終業間際にならなければできない上司から指示されていた事務処理を行い結果的に所定外までかかっ
てしまった。（結果的に許諾の自由なし））
⼀方で、上司が必要ないと指示しておきながら、労働者の自由意志であえて行った作業については、

状況にもよりますが、労働時間とはいえないと判断されます。（許諾の自由がある）

○休憩がとれないことに対する法的義務
法定の休憩時間を与えていないことそのものについて労働基準法違反（第34条違反）となります。
労働者が所定の休憩時間（自由利用のできる休憩）がとれず、仕事をしていたというのであれば当

然その分だけ労働時間が加算されることなりその分の賃金支払義務が生じます。

11

Q＆A（労働時間・賃金編）

○移動時間中の賃⾦について①
訪問介護の業務に直接従事する時間と、移動時間の賃金水準について、最低賃金額を下回らない範

囲であれば、労使間で個別に契約することは差し支えありません。
ただし、その場合は労働条件通知書や就業規則に明記し、具体的な金額を定めておく必要があります。

○移動時間中の賃⾦について②
移動時間の賃金について、過去数ヶ月間の移動時間の実績等から、1回当たり15分を上回らないこ

とが判明し、賃金計算の簡便化のため、事務所や提供先間の移動1回につき、⼀律15分の労働時間加
算することにより管理し、その時間に応じて賃金計算する方法は、実労働時間を下回らない範囲で賃
金を支払っており適法となりますが、全労働者の移動時間の平均によりこれらの時間を算定した場合、
ある労働者について全ての移動時間が平均を上回るようなケースの場合は違法と判断されるケースも
あります。
このように⼀律に定めた場合であっても労働時間の適正把握は必要となるため注意が必要です。

○移動時間中の寄り道について
サービス提供先間の移動途中に、休憩等のため自宅へ帰宅し次のサービス提供先へ移動する場合は、

通勤時間になります。
ただし、提供先間の移動途中に、食事休憩等のためコンビニ等に立ち寄り、移動を中断した場合、

その場所での休憩終了後に次の提供先への移動は移動時間となります。（休憩時間）

12



10 解雇・退職

○会社に退職を申し出たが、いつになっても会社を辞めさせてくれない。
⇒退職とは、労働契約の解除の通知であり、労働者からの自己都合退職の場合、特段会社の許可は必要ではなく、会社
に通知（通告）することで労働契約は解除されます。（解約自由の原則）

⇒ただし、自己都合退職の場合、契約解除の通知（退職の申し入れ）から14日後に契約が解除されると⺠法627条で規定されてお
り、14日未満の通知により退職した場合、損害賠償請求されるリスクがあります。（強調しますが、損害賠償請求のリスク（ほ
とんどありませんが）があるだけで、いつ何時でも自己都合退職そのものは可能（有効）です。）

○仕事上のミスを理由に解雇された。
⇒労働者を解雇する場合、会社には30日以上前の解雇の予告義務、もしくは、30日分の手当（予告期間が30日に満たなければ30
日との差額分）の支払が必要となります。（刑事上の義務）

⇒ただし、解雇の理由に関しては、「社会通念上相当かつ客観的な合理性」を有する理由がなければ無効となります。
また、解雇が有効（当）か否（不当）かの判断は⺠事訴訟によることになります。（労働契約法）

⇒なお、解雇理由に関して紛争を解決する制度として、裁判以外に労働局等による個別紛争解決制度などがあります。

よ く あ る ト ラ ブ ル と 対 応

現 在 締 結 し て い る 労 働 契 約 の 解 除
・労働者からの解約の通知→いわゆる自己都合退職
・会社からの解約の通知 →いわゆる解 雇

労働者
会社

（事業主）

◆原則として14日以上前までに通知自 己 都 合 退 職

◆ 3 0 日 以 上 前 ま で に 予 告解 雇

※⺠事上の制約

※刑事上の義務

13

Q＆A（試用期間・労災補償）

○試用期間について
「試用期間」という語についての労働法令上の明確な定義はありません。（試用期間の目的や処遇

については法律の最低限度を下回らない範囲で事業場が独自に決めることができます）
先述のとおり解雇を行う場合、使用者は30日前までの予告が義務付けられている⼀方、労基法第21

条において、この予告義務が除外される労働者の範囲を定め、それらの者については予告を除外でき
る旨の規定があります。
そのひとつに「試の使用期間中の者」であって「14日以下の雇用期間」の者が規定されており、

「試の使用期間中の者」とは、学説上、本採用決定前の試験的使用期間中の労働者であって、
その期間中に勤務態度、能力、技能、性格等をみて正式に採用するか否かが決定されるものと解釈さ
れており、「試用期間」という語もこの性質をもつ期間を意味することが⼀般的であります。

○中抜け（中休み）時間の労災事故について
中抜け、中休みという概念は、その時間中に労働者に自由利用が補償されていれば法律上休憩時間

となり、特にこれら事業場を離れている場合については、帰宅後に起こった災害（自宅でのケガ、帰
宅後買い物に行った（行く途中）の交通事故等）については労災保険補償法上の補償範囲には当たり
ません。
ただし、事業場（就労場所）から自宅まで、また、自宅から事業場（就労場所）の移動は、「通

勤」に該当しますので、通勤途上に起きた交通事故については労災保険補償法上の補償範囲となり、
労災請求することができます。（ただし、通勤災害については逸脱・中断の例外と、事業場と自宅と
の合理的な往復経路上で起きた災害という大前提があります。）
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11 地域別最低賃金について

働 く す べ て の 人 に 、 賃 金 の 最 低 額 （ 最 低 賃 金 額 ） を 保 障 す る 制 度
⇒金額は都道府県ごとに決定され、時間額で決定されます。

※三重県は令和4年10月1日から時間額933円

基 本 給 日 額 6 , 5 0 0 円
職 務 手 当 月 額 8 , 0 0 0 円
能 力 手 当 月 額 5 , 0 0 0 円
通 勤 手 当 月 額 1 5 , 0 0 0 円
扶 養 手 当 月 額 1 0 , 0 0 0 円
結 婚 手 当 1 5 , 0 0 0 円
（ 結婚 手当は臨時の賃金）

所定労働日数 2 5 0 日 （ 年 ）
所 定 労 働 時 間 8 時 間 （ 日 ）

＝ ＝ 813

② 日 額 部 分

日額賃金の合計
1日の平均所定労働時間

＝ ＝ 78月額賃金の合計
１月の平均所定労働時間

③ 月 額 部 分

6,500
8

8,000+5,000

250×8÷12

+ = 891＜933
最 低 賃 金 未 満
（三重県の場合）

計 算 例

① 時 間 外 手 当
② 精 皆 勤 手 当
③ 通 勤 手 当
④ 家 族 手 当
⑤ 臨 時 の 賃 金

を除く全ての賃金が対象

≧最低賃金

② 日 額 の 場 合

日給賃金の合計

1 日 の 平 均
所定労働時間※２

（①、②、③、④が組み合わさっている場合は各算出単価の合計が法定額となる。

※2
1日の平均所定労働時間＝

年間総労働時間

年間総労働日数

※1
1月の平均所定労働時間＝

年間総労働時間

12

時間額≧最低賃金

① 時 間 額 の 場 合

※3
総労働時間には、時間外や休日出勤時間
など勤務実績の全てを含む

≧最低賃金

③ 月 額 の 場 合

月額賃金の合計

1 月 の 平 均

所定労働時間※１

≧最低賃金

④ 出 来 高 給 の 場 合

出来高給の合計

賃金計算期間中
の総労働時間※3

15

１2 時間外手当の算定について

基本給のみならず、以下の 7 つの賃金を除く全ての賃金が算定の対象
⇒時間外手当は、1時間当たりの単価の算定方法（法定額）が労働基準法で定められている。

を除く全ての賃金が対象
（ただし名称ではなく賃金の性質で判断）

×1.25(1.35)

② 日 額 の 場 合

日給賃金の合計

1 日 の 平 均

所定労働時間※１

（①、②、③、④が組み合わさっている場合は各算出単価の合計が法定額となる。

※2
1日の平均所定労働時間＝

年間総労働時間

年間総労働日数

※1
1月の平均所定労働時間＝

年間総労働時間

12

基本給 月額 2 0 0 , 0 0 0 円
職務手当 月額 1 5 , 0 0 0 円
能力手当 月額 2 0 , 0 0 0 円
通勤手当 月額 1 5 , 0 0 0 円
営業手当 2 6 , 0 0 0 円
（営業手当は販売実績の10%）

所 定 労働日数 2 5 0 日 （ 年 ）
所 定 労 働 時 間 8 時 間 （ 日 ）
当月の総労働時間実績210時間
（ う ち 時 間 外 は 4 0 時 間 ）

＝ ＝ 1410

② 月 額 部 分

月額賃金の合計
1月の平均所定労働時間

＝ ＝213.8出来高給の合計
賃金算定期間中の総労働時間

④出来高給部分

200,000+15,000+20,000
250×8÷12

26,000

210

計算例（時間外手当の算定（割増率2割5分）

時間額×1.25(1.35)

① 時 間 額 の 場 合

① 家 族 手 当
② 通 勤 手 当
③ 住 宅 手 当
④ 別 居 手 当
⑤ 子 女 教 育 手 当
⑥1ヶ月を超える支給期間の賃金
⑦ 臨 時 の 手 当

※3
総労働時間には、時間外や休日出勤時間
など勤務実績の全てを含む

※出来高給部分の単価計算に当たっては0.25（0.35）のみをかける

×1.25(1.35)

③ 月 額 の 場 合

月額賃金の合計

1 月 の 平 均

所定労働時間※2

×0.25(0.35)

④ 出 来 高 給 の 場 合

出来高給の合計

賃金計算期間中
の総労働時間※3

=1816×40
1時間当りの法定額

=72,640
40時間分の法定額

+

×0.25

×1.25
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Q＆A（割増賃金）

○処遇改善加算（手当）について
割増賃金の時間単価の算定に当たっては、法律に規定する7つの性質を持つ賃金（家族、通勤、住

宅、別居、子女教育、1か月を超える支給期間のもの、臨時のもの）を除き、全て算定の基礎に含める
必要があります。
このため、処遇改善加算（手当）を毎月支給する場合、当然割増賃金の時間単価の算定基礎に当然

含んで算定する必要があります。
ただし、先述のとおり、「1か月を超える支給期間」の賃金については、この限りではないため、

例えば半年に1回の頻度で支給する場合等については、この算定の基礎に含める必要はありません。
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高齢者虐待への対応と現状

松阪市 健康福祉部 高齢者支援課

令和5年7月11日(火)
松阪市介護保険サービス事業者等集団指導

1

高齢者虐待とは

高齢者虐待の定義
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成17年法律第124号。 以下「高齢
者虐待防止法」という。）では、「高齢者」を「65歳以上の者」と定義しています（第2条第1項）。
また、高齢者虐待を①養護者による高齢者虐待（第2条第4項）、及び②養介護施設従事者等による高齢者
虐待（第2条第5項）に分けて定義しています。

① 養護者による高齢者虐待
｢養護者」とは、高齢者を“現に養護する者”であって養介護施設従事者等以外の者（第２条第２項）と
されており、日常生活において何らかの世話をする人を指します。金銭管理、食事や介護などの世話、
自宅や自室の鍵の管理など、高齢者の生活に必要な行為を管理したり、提供していることが、“現に養
護する”に該当します。また、養護者は、必ずしも当該高齢者と同居していなければならないわけでは
なく、例えば、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する場合
があります。
② 養介護施設従事者等による高齢者虐待
「養介護施設従事者」とは、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」
の業務に従事する職員が該当します。

2



高齢者虐待とは

高齢者虐待の種類
高齢者虐待防止法では、「養護者による高齢者虐待」を、養護者がその養護する高齢者に対して行う次の行
為と規定しています（第２条第４項）。

3

① 身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。
② 介護・世話の放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は⻑時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、
養護を著しく怠ること。
③ 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行う
こと。
④ 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
⑤ 経済的虐待
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利
益を得ること。

高齢者虐待とは

高齢者虐待防止の推進

4

全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再
発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。
その際、３年の経過措置期間を設けることとする。
【令和3年4月1日から努力義務、令和6年4月1日からは義務】

○ 運営基準(省令等)に以下を規定
（１）入所者・利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者

に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない旨を規定
（２）運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待の防止のための措置に関する事項」を追加
（３）虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない旨を規定。

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催するとともに、
その結果について、従業者に周知徹底を図ること

②虐待の防止のための指針を整備すること
③従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
④上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと



高齢者虐待とは

高齢者虐待防止の推進

5

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号）
「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員会」という。）は、虐待等の発生の防止・早
期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む
幅広い職種で構成する。
構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。また、虐待防止の専門
家を委員として積極的に活用することが望ましい。
一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定されるため、その
性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限らず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。
虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚
生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シス
テムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そこで得た結果（事業所
における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る必要がある。
イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること
ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

高齢者虐待とは

高齢者虐待防止の推進
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② 虐待の防止のための指針(第２号)
訪問型サービス事業者等が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むこと
とする。

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項
ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項



高齢者虐待とは

高齢者虐待防止の推進
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③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号）
従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、当該訪問型サービス事業所等における指針に基づき、虐待
の防止の徹底を行うものとする。
職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該訪問型サービス事業者等が指針に基づいた研修プロ
グラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止の
ための研修を実施することが重要である。
また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内での研修で差し
支えない。

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号）
訪問型サービス事業所等における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切
に実施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の
責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。

高齢者虐待とは

高齢者虐待の早期発⾒
高齢者虐待防止法では、高齢者福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを
自覚し、早期発見に努めなければならない（第５条）とされています。
虐待を早期発見し、深刻化を防ぐことは、虐待を受けている高齢者はもちろん、虐待をしている養護者のた
めにも必要なことです。

・ 身体に不自然な傷やあざがあり、高齢者自身や介護者の説明がしどろもどろ。
・ 十分な水分補給がされず脱水症状が起きている。
・ 送迎時に部屋の中が衣類、おむつ、食べかけの食事、食べ残しが散乱している。
・ 食事の際に急いで一気に食べてしまう。
・ 必要な薬を飲んでいない、服薬の介助を受けていない。
・ 強い無力感、抑うつ、あきらめ、投げやりな態度が見られる。
・ 落ち着きがなく、動き回ったり異常によく喋ったりする。
・ 高齢者が年金をとりあげられた等と訴えたり、生活費に困窮している様子がある。
・ 家族の高齢者に接する様子が乱暴に見える。
・ 家族が福祉・保健・介護関係の担当者を避ける。
・ 家の中から、家族の怒鳴り声や高齢者の悲鳴が聞こえる。

8



高齢者虐待とは

高齢者虐待の通報
（１）養護者による高齢者虐待の通報
①養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じて
いる場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
②前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町
村に通報するよう努めなければならない。

（２） 養介護施設従事者等による高齢者虐待の通報
①養介護施設従事者等が当該要介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設又は養介護事業(当該養介護施設の
設置者若しくは当該要介護事業を行う者が設置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。)において業務に
従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に
通報しなければならない。
②前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見したものは、速やか
に、これを市町村に通報しなければならない。
③前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やか
に、これを市町村に通報するよう努めなければならない。

なお、高齢者虐待の通報等を行った従事者等は通報等をしたことを理由として、解雇その他不利益な取り扱いを受けない
と規定されています。（第２１条第７項）

9

高齢者虐待とは

個人情報の取り扱い
相談や通報、届出によって知り得た情報や通報者に関する情報は、個人のプライバシーに関わる極めて繊細
な性質のものです。
個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）では、本人の同意を得ずに特定の利用目的以外に
個人情報を取り扱ってはならないこと（利用目的による制限）、本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提
供してはならないこと（第三者提供の制限）が義務づけられています。
しかし、高齢者虐待事例への対応では、当該高齢者や養護者等に関する情報は第三者提供の制限の例外とし
て扱われる場合もあります。

高齢者虐待防止法では、通報又は届出を受けた場合、当該通報又は届出を受けた市町村等の職員は、職務上
知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならないとあり、通報者や
届出者を特定する情報について守秘義務（第８条）が課されており、相談、通報、届出をおこなった者の秘
密は守られます。

10



高齢者虐待の現状
養護者による高齢者虐待

11合計 64 53 84 58 68 86 38 33 30 57 24 29 43 40

松阪市における状況

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
身体的 31 20 35 17 24 37 14 14 12 26 10 16 20 13
介護等放棄 16 11 17 11 14 13 5 5 6 3 1 2 6 4
心理的 10 11 18 18 18 30 10 8 4 17 6 7 10 15
性的 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
経済的 7 11 14 12 12 6 8 6 8 11 7 4 7 8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

高齢者虐待の現状

高齢者虐待の通報例
参考として松阪市としての高齢者虐待の疑いやリスクを含むケースとして実際に通報や相談が寄せられた
事例の概要を参考にご紹介します。（※認定に至らないケースも含みます。）
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（養護者による高齢者虐待）
・ 親離れ子離れできていない共依存関係による子から拒否しても毎日何時間も電話で金銭を要求される。
・ 施設入所した高齢者の金銭管理をしている家族がお金を使い込み利用料が払えず退所を求められる。
・ 認知症高齢者に対して病識のない家族が毎晩のように暴言を吐く。

（養介護施設従事者等による高齢者虐待）
・オムツ交換時に高齢者の上半身に布団をかぶせて抑え込みその間にオムツを交換する。
・ベッドから転落するとは思えない高齢者がベッドから落下したとして救急搬送された。
・適切な精神科受診をさせないまま拘束着、ミトン、車いす腰ベルト、4点柵など身体拘束を行う。
・他の利用者がいる中で「クソババア」と罵る。
・サービス利用を辞めた利用者宅に押しかけて利用中の様子を口外しないよう誓約書を書かせる。
・コロナ過を理由に面会制限があり、救急搬送されたときには不自然な衰弱があり死亡した。



養護者による高齢者虐待への対応
⾏政権限の⾏使
（１）立入調査
① 立入調査の法的根拠
高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められるとき、市⻑は
担当部署の職員に、虐待を受けている高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせること
ができるとされています（第１１条）。
また、立入調査を実施する場合、市⻑は高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要
に応じ適切に、当該高齢者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署⻑に対し、援助を求めなければならな
いとされています（第１２条第２項）。

（２）高齢者と養護者の保護・分離
高齢者の生命や身体に関わる危険性が高く、放置しておくと重大な結果を招くおそれが予測される場合や、
他の方法では虐待の軽減が期待できない場合などには、高齢者を保護するため、養護者等から分離する手段
を検討する必要があります。
虐待を受けた高齢者を保護・分離する手段としては、契約による介護保険サービスの利用、やむを得ない事
由による措置、市による一時保護などの方法が考えられます。
高齢者の心身の状況に応じて、保護・分離する手段を検討します。
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養護者による高齢者虐待への対応
⾏政権限の⾏使
（３）やむを得ない事由による措置
① やむを得ない事由による措置を行う場合
高齢者虐待防止法では、通報等の内容や事実確認によって高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている
おそれがあると認められるなど、高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護を図
るうえで必要がある場合は、適切に居宅サービスの措置（老人福祉法第１０条の４）、養護老人ホームへの
措置、特別養護老人ホームへのやむを得ない事由による措置、養護委託（老人福祉法第１１条第１項）を講
じることが規定されています。（第９条第２項）

② 老人福祉法に基づく「やむを得ない事由」とは、以下の場合が想定されています。
・６５歳以上の者で介護保険法の規定により当該措置に相当する介護福祉施設サービスによる保険給付を受
けることができる者が、事業者との「契約」や、その前提となる要介護認定の「申請」を期待しがたいた
め、介護保険の介護福祉施設サービスを利用することが著しく困難であると認められる場合
・６５歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があ
ると認められる場合。又は６５歳以上の者の養護者がその心身の状態から養護の負担の軽減を図るための支
援が必要と認められる場合
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養護者による高齢者虐待への対応
⾏政権限の⾏使
（４）面会制限
老人福祉法第１１条第１項第２号又は第３号に規定される特別養護老人ホームなどへの「やむを得ない事由
による措置」を実施した場合、市⻑や養介護施設の⻑は、虐待の防止及び当該高齢者の保護の観点から、虐
待を行った養護者について、当該高齢者との面会を制限することができるとされています（第１３条）。虐
待対応における面会制限は、市の責任により行います。
虐待を行っていた養護者から高齢者への面会の申出があった場合は、高齢者本人の意思を確認するととも
に、客観的に面会できる状態にあるかどうかを見極め、コアメンバー会議で面会の可否に関する判断を行い
ます。面会制限が必要と判断した場合には、制限する期間を定め、見直す期間を定めておきます。

（５）成年後見制度の市⻑申立
認知症等で高齢者の判断能力が低下している場合の対応手段として、成年後見制度を活用することは有効で
す。高齢者虐待防止法でも、適切に老人福祉法第３２条に基づいて市⻑による成年後見制度申立を行うこと
が規定されています（第９条第２項、第２７条第２項）。
高齢者虐待の場合は、親族等が申立てを拒否したり、協力を得ることが困難な場合も多いため、市⻑申立を
検討します。
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令和4年度松阪市被保険者の事故について
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H30 H31(R1) R2 R3 R4

小多機・看多機

施設系

訪問系

通所系

計156件

小多機・看多機：小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
施設系：介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護、

認知症対応型共同生活介護、特定施設
訪問系：訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
通所系：通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護

計198件 計204件計170件
件

計160件

※新型コロナウイルス感染症に関する報告は除く ※令和4年4月1日-令和5年3月31日に第一報が届いたもの

1

事故種別割合・事故結果（全体）
骨折 打撲 切傷 その他 計 死亡

転倒 79 22 15 18 134 2
転落 7 4 2 3 16 1
誤嚥 3 3 3
誤薬 1 1
医療処置 1 3 4
離設 4 4
不明 12 2 2 3 19 1
その他 13 2 3 5 23
計 111 30 23 40 204 7

転倒・転落

150人

74%

その他 23人

11%

不明 19人

9%

医療処置

4人 2%

離設 4人

2%

誤嚥 3人

1%
誤薬 1人

1%

事故種別割合

転倒・転落 その他 不明 医療処置 離設 誤嚥 誤薬

※その他内訳：介助中と思われるもの17件、交通
事故2件、自傷2件、義⻭の飲み込
み1件、針刺し事故1件

事故の結果

※その他内訳
♦転倒：脳挫傷1件、靱帯損傷1件、⻭⽛破折1件、ひび4件、

こぶ1件、異常なし10件
♦転落：脳出血2件、脳挫傷1件
♦不明：巡視時に呼吸停止発見1件、ひび2件
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転倒・転落の業務詳細（施設系サービス・小多機・看多機）

室内移動中 40人 32%

トイレ移動中 14人 11%

他の利用者を介助中

13人 10%目を離した隙 10人 8%

車椅子使用中 9人 7%

車いす移乗時 6人 5%

徘徊中 5人 4%

見守り中 4人 3%

付添介助中 2人 2%

ベッド移乗中 1人 1%

散歩中 1人 1%

入浴中 1人 1%

不明 3人 2%

その他 16人 13% 転倒・転落 125人

3

転倒・転落の業務詳細（通所系サービス）

見守り中 7人 29%

送迎時 4人 17%

リハビリ中 4人 17%

付添介助中 3人 12%

トイレ移動中 1人 4%

排泄中 1人 4%

入浴中 1人 4%

その他 3人 13%

転倒・転落 24人

4



転倒・転落事故（全体）の時間帯比較【発生場所】

居室 28人

32%

食堂等共用部

22人 25%
廊下 11人

12%

トイレ 9人

10%

浴室・脱衣室

7人 8%

機能訓練指導室

3人 3% その他 9人

10%

事故発生場所（日中）89人

※その他内訳：施設玄関3人、建物外3人、
施設内の建物外2人、相談室1人

居室 47人

77%

廊下 7人

11%

トイレ 4人

7%

食堂等共有部

3人 5%

事故発生場所（夜間）61人

居室 廊下 トイレ 食堂等共有部 5

転倒・転落事故（全体）の時間帯比較【事故結果】

骨折 47人

53%

打撲・捻挫・脱臼

16人 18%

切傷・擦過傷

10人 11%

その他 16人

18%

事故結果（日中）89人

骨折 打撲・捻挫・脱臼 切傷・擦過傷 その他

※その他内訳：靱帯損傷1人、⻭⽛破折1人、ひび3件、
こぶ1件、脳出血2件、脳挫傷1件、
異常なし7件

骨折 39人

64%

打撲・捻挫・脱臼

10人 16%

切傷・擦過傷

7人 12%

その他 5人

8%

事故結果（夜間）61人

骨折 打撲・捻挫・脱臼 切傷・擦過傷 その他
※その他内訳：脳挫傷1人、ひび1人、

異常なし3人
6



サービス
種類 事故の概要 発生時

間※1
発生場所
事故種別 事故の原因 再発防止策

1 介護老人
保健施設

居室を巡視中、⻑坐位でベッ
ドにもたれかかるようにして
いるのを発見。左大腿骨頸部
骨折。

夜間 居室
転落

入所間もなく行動が不安定。
サイドレールを使用していた
がサイドレールを乗り越え足
を滑らせた。

ベッドの昇降を片側に限定し、
センサーマットを設置。ベッド
に車椅子か床に衝撃吸収マット
を設置、またクッション材を
貼った。

2 介護老人
保健施設

他利用者から居室で倒れてい
るとの報告あり。ベッド付近
の床に靴が左側だけ脱げそう
になった状態で仰向けに倒れ
ているのを発見。左大腿骨転
子部骨折。

日中 居室
転倒

アルツハイマー型認知症重度
により意思疎通が困難。数日
前から発熱症状がありベッド
から起き上がることはなかっ
たが当日解熱したため動きだ
した際に足元のふらつきが
あったのではないか。

個室からサービスステーション
の目の届きやすい多床室に移動、
頻回に訪室し安全確認を行う。
低床のベッドを使用し周辺に
マットを敷き怪我の予防を行う。
車椅子時の座位保持姿勢の観察
を行いフロアでの離床時間の見
守り支援を行う。

3 短期入所
生活介護

居室内でシルバーカーで移動
中に転倒、尻ばいで入り口ま
で向かい「転んだ」と訴えた。
頭部打撲。

日中 居室
転倒

他利用者介助中により見守り
困難だった状況で、居室内の
転倒に気付けなかった。シル
バーカーの端を持ち立ち上が
ろうとした際にバランスを崩
した。

夕食前は起床介助で忙しくなる
ことが予想できるので、余裕を
もってフロアに向かうよう声掛
けを行う。シルバーカーが軽量
であるためペットボトルに水を
入れたものをおもりに使用。

転倒・転落の事故事例について

※1 日中7：00〜21：00、それ以外の時間帯を夜間としています。
7

サービス
種類 事故の概要 発生時

間※1
発生場所
事故種別 事故の原因 再発防止策

4
地域密着
型通所介
護

モニタリングが終了し椅子か
ら立ち上がった時に転倒。肋
骨骨折。

日中 相談室
転倒

⻑く椅子に座っており足が痺
れていることに気付かず立ち
上がってしまった。

⻑時間の座位時にはしびれがな
いか本人に確認し、痺れている
ようなら落ち着くまで楽な姿勢
をとっていただく。その後立ち
上がる際には、ふらつきがない
か見守りを行う。

5 通所介護
トイレ内から「おーい」と声
がするため伺うと、トイレ左
側に尻もちをついた状態を発
見。大腿骨転子部骨折。

日中 トイレ
転倒

数日前、コロナワクチン接種
後にめまいを訴えており、精
神的に不安定であるなど心身
の状況把握不足があった。ト
イレ内は自身で行動できるの
で転倒リスクが少ないといっ
た過信があった。

①体調不良時の把握やトイレ内
での動作の見守り声掛けの徹底
・歩行状況の不安定さや対応の
変化など職員の情報共有を再度
徹底する。また、周知面の配慮
を前提にトイレ内の見守りや声
掛けも行っていく。
②施設内の環境整備
・転倒につながる要因の排除、
転倒リスクの上がる要因など検
討していく。
③職員の連携の徹底
・職員の声掛けなど職員間の位
置把握や見守り対応など再度徹
底していく。

転倒・転落の事故事例について②

※1 日中7：00〜21：00、それ以外の時間帯を夜間としています。
8



サービス
種類 事故の概要 発生時

間※1
発生場所
事故種別 事故の原因 再発防止策

6
認知症対
応型共同
生活介護

居室で「立ち上がりセンサー
マット」が感知されたため訪
室、居室入り口付近にうつ伏
せ状態で倒れているのを発見。
切傷・擦過傷。

日中 居室
転倒

他利用者の介助中であったた
め訪室に時間がかかり間に合
わなかった。

畳の部屋であるが、コンクリー
ト部分にクッションマットを設
置する。センサーを感知したら
できるだけ早く駆け付ける。状
態の良い日はできるだけ離床し
ていただきホールで過ごしてい
ただく。

7
認知症対
応型共同
生活介護

居間にて他利用者と過ごされ
ていたが、職員が他用で今を
離れた際に椅子から立ち上が
り歩こうとし足元がふらつき
転倒。右大腿骨頸部骨折。

日中
食堂等共

用部

転倒

普段は車椅子で移動している
が認知症であるため危険に対
する認識が不足しており、自
身で立ち上がり移動しようと
する。多分座っているだろう
との油断から見守り不十分で
あった。

共有部に利用者がいる際は、常
に職員の見守りができる状況を
確保する。入居者の日々の身体
状況（立ち上がり、歩行等動作
時の状態）を把握し見守りケア
の方針等を職員が共有すること
でふらつき転倒の事故の防止を
図る。

転倒・転落の事故事例について③

※1 日中7：00〜21：00、それ以外の時間帯を夜間としています。
9

転倒・転落以外の負傷事故の起因について

骨折 5人

骨折 20人

打撲 2人

打撲 2人

切傷 3人

切傷 2人

その他 2人

その他 6人

夜間

日中

0人 5人 10人 15人 20人 25人 30人 35人

介助中

16人

47%

不明

13人

38%

利用者起因

5人 15%

不明 3人

37%

交通事故

2人 25%

介助中

1人

13%

その他 2人

25%

その他 8人

骨折・打撲・切傷 34人

10



新型コロナウイルス感染症の報告について

小多機・看多機

33人 4%

施設系

378人

51%施設系（SS）

27人 4%

訪問系

29人

4%

通所系

275人

37%

報告人数
742人

小多機・看多機：小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
施設系：介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設
施設系（SS）：短期入所生活介護、短期入所療養介護、
訪問系：訪問介護、訪問入浴介護、訪問介護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
通所系：通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護

10人

211人

15人
11人

142人

23人

167人

12人 18人

133人

0人

50人

100人

150人

200人

250人 罹患者の利用者職員別
利用者

職員

11

事故報告書の提出について

・死亡に至った事故
・医師（施設の勤務医、配置医を含む）の診断を受け、

投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
(令和3年3月19日 介護保険最新情報vol.943 介護保険施設等における事故の
報告様式等について)

報告の対象 提出先は利用者の「保険者」
（利用者が存在しない場合(職員の不祥事等)は

事業所所在市町）
(三重県作成：令和5年5月改訂版 介護保険相談・苦情・事故発生時の対応マニュアル

https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/51046022922.htm )

12

https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/51046022922.htm


事故報告書の提出について

• 事業所の内外で発生した骨折、創傷などの負傷又は死亡
事故

• 自然災害、火災、交通事故等
• サービス利用者が行方不明になった場合
• 職員の不祥事が発生した場合
• 食中毒及び感染症など法令等により保健所への通報が義

務付けられている場合
(令和5年5月改訂版 介護保険相談・苦情・事故発生時の対応マニュアル)

報告の対象

13

「保健所への通報が
義務付けられている場合」とは・・・
1. 同一の感染症若しくは食中毒によるまたはそれらによると疑われ

る死亡者または重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合

2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が
10名以上または全利用者の半数以上発生した場合

3. 1および2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る
感染症等の発生が疑われ、特に施設⻑が報告を必要と認めた場合

(老発第0222001号 平成17年2月22日 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について) 14



新型コロナウイルス感染症の位置付け変更後の集団
感染発生時の保健所への報告基準（令和5年9月30日まで）
１初回報告
① 施設内感染による感染者が１週間で５名以上確認された場合
② 施設内感染による又はそれによると疑われる死亡者又は重症者が１週間以

内に２名以上確認された場合
③ ①及び②に該当しない場合であっても、特に施設⻑が報告を必要と認めた

場合
２経過報告

毎日（初回報告後、終息するまでの間）
３終息報告

最終の感染者が判明してから、１週間新たな感染者が確認されなかった場合
（施設において１週間以上の期間を設けている場合は、施設内基準を満たし
た場合）

(医保第07-5号 令和５年５月８日 高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症の集団感染発生時の
保健所への報告及び相談等について)

15

報告対象施設（高齢者施設）
●養護老人ホーム
●特別養護老人ホーム
●軽費老人ホーム
●認知症グループホーム
●介護老人保健施設
●介護医療院
●有料老人ホーム
●サービス付き高齢者向け住宅
●老人短期入所事業を行う事業所、老人短期入所施設
●生活支援ハウス
●老人デイサービス事業を行う事業所、老人デイサービスセンター
●老人福祉センター
●小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所
●看護小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所
(医保第07-5号 令和５年５月８日 高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症の集団感染発生時の保健所への報告及び相談等について)

16



新型コロナウイルス感染症の位置付け変更後の集団
感染発生時の保健所への報告基準（令和5年9月30日まで）
１初回報告
① 施設内感染による感染者が１週間で５名以上確認された場合
② 施設内感染による又はそれによると疑われる死亡者又は重症者が１週間以

内に２名以上確認された場合
③ ①及び②に該当しない場合であっても、特に施設⻑が報告を必要と認めた

場合
２経過報告

毎日（初回報告後、終息するまでの間）
３終息報告

最終の感染者が判明してから、１週間新たな感染者が確認されなかった場合
（施設において１週間以上の期間を設けている場合は、施設内基準を満たし
た場合）

(医保第07-5号 令和５年５月８日 高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症の集団感染発生時の
保健所への報告及び相談等について)

保険者への事故報告書の提出が必要です
（令和５年９月３０日まで）

・これまで発生が確認された時点で状況等の電話報告をいただいており
ましたが、今後は求めません。対処等ご不明な点があればご連絡くださ
い。
・保健所への報告が必要な感染状況となった場合、事故報告書の様式を
準用し、第１報、必要に応じた第＿報、最終報告を行ってください。そ
の際、複数対象者の内容を１枚の報告書にまとめるなどの取扱いも可能
としますが、利用者については、氏名、年齢、介護度等の情報提供が必
要となります。また、従業者については、氏名欄を「職員」としてくだ
さい。

17

事故報告書の様式
https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/kaigohoken/jikohoukoku.html

18
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提出用ページを利用した事故報告書の提出について

https://logoform.jp/f/nhmMb

個人情報保護の観点から、
できる限り当ページの利用をお
願いします。

19

https://logoform.jp/f/nhmMb


令和4年度松阪市介護保険サービス事業者
等運営指導の状況について

1

「令和4年度松阪市介護保険サービス事業者等指導実施計画」に基づき、運営指導を実施

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、市役所内で書面審査を行った後、事業者を訪問
し当日講評を実施しました

対象サービス

夜間対応型訪問介護

（介護予防）認知症対応型通所介護

（介護予防）小規模多機能型居宅介護

（介護予防）認知症対応型共同生活介護

地域密着型通所介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（併設する（介護予防）短期入所生活介護を含む）

看護小規模多機能型居宅介護

介護予防支援

居宅介護支援

2



運営指導事業所数

地域密着型通所介護
7 

居宅介護支援 6

（介護予防）認知症対応型

共同生活介護 2

看護小規模多機能型居宅

介護 2

（介護予防）小規模多機能

型居宅介護 1

（介護予防）短期入所生活

介護1
地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護 1

3
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指導結果

主な指導内容

1.内容及び手続の説明及び同意

 重要事項説明書を適切な内容に改めてください

 令和3年度介護報酬改定により変更となった報酬単位数・加算の名称及びそ
の内容等

 利用料金の記載方法

 職員の体制（常勤・非常勤、専従・兼務の体制）

 第三者評価の実施状況（居宅介護支援を除く）

 サービス利用料金について、償還払いの利用者に対する説明を記載

 前6ヶ月間に作成したケアプランにおける訪問介護等の各サービスごとの同
一事業者によって提供されたもの割合等（上位3位まで記載、事業者名を記
載）

 通常の事業の実施地域

6

運営規程の内容と齟齬が多く見受けられました



2.指定居宅介護支援の具体的取扱方針

 居宅サービス計画の作成及びその実施状況の把握（モニタリング）について、必要
な情報は適切に記載してください。

 居宅サービス計画の原案は、居宅サービス等の担当者から意見を求めるものであ
るため、アセスメントの結果に基づき、サービス担当者会議前に作成してください。

 居宅サービス計画書に係る利用者の同意はサービス開始前に得ておいてくださ
い。

 居宅サービス計画の同意は、文書により得てください。

 軽微な変更であると判断した場合は、現行の居宅サービス計画書に変更時点、そ
の理由を記載するとともに、その内容について利用者の同意を得たことを支援経過
等で明らかにしてください。

 サービス担当者会議の意見を踏まえ、ケアプラン原案を再作成した場合は、作成後
のケアプランに利用者の署名を得てください。

 居宅サービス計画に、訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置
づけた場合は、主治の医師等に居宅サービス計画を交付してください。
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3.秘密保持

 サービス担当者会議において利用者の家族の個人情報を用いる場合は家
族の同意をあらかじめ文書により得ておいてください

 従業者及び従業者であった者が、正当な理由がなく、業務上知り得た利用
者又は家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じてください

8

4.広告

 介護情報公表システムの掲載情報が現状と合っていないため、次の点を適
切な記載に改めてください
 従業者の情報
 サービス提供時間
 サービス提供地域外での交通費とその算定方法
 介護報酬の加算状況



5.計画の作成

 地域密着型通所介護計画が、サービス担当者会議の前に作成されているケースが

ありました。居宅サービス計画に沿ったものであるか再度確認し必要に応じ変更してく

ださい

 サービスの達成状況及び目標の達成状況の記録を行ってください

 計画作成時は、利用者又は家族に対して説明し、利用者の同意を書面にて得てください

9

6.勤務体制の確保
 職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を

 講じてください（パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務：中小企
業は令和4年4月1日より義務化）

 利用者の送迎記録について、業務日誌、車両運行表に整合性が図れていない日があるため
 管理方法について検討し、利用者の送迎時の安全確保に努めてください
 従業員の資質向上のため、研修の機会を確保してください

7.非常災害対策

 非常災害に関する具体的な計画を策定してください

 関係機関への通報及び連携体制を整備し、従業者に周知、定期的に避難、救出その他必要な
訓練を行ってください

 消防計画の策定等について、関係法令に基づき実施してください

 訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めてください（令和6年3月31
日まで努力義務）

10

8.利用料等の受領

 日常生活において通常必要となるものに係る費用は、利用者等の自由な選択に基づき、サービスを提供す
るものに対して徴収してください（参考：「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」）

9.変更の届出
 運営規程（利用料）に変更があった場合は、10日以内に変更届を提出してください

10.事故発生時の対応
 事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録するための様式を整備してください



11.従業員の員数

 機能訓練指導員の配置を適切に行ってください

 サービス提供時間内に、生活相談員が不在となる時間が見受けられるので適切に配置してください

 生活相談員及び介護職員は専らサービスの提供にあたる必要があるため勤務体制を見直してください

 運営推進会議において、サービス提供回数等の活動状況を報告し、評価を受けるための体制を整えてくださ
い
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12.地域との連携等
 1年に1回以上、自己評価を行うとともに当該自己評価について運営推進会議において外部評価を受け
てください

 運営推進会議において、サービス提供回数等の活動状況を報告し、評価を受けるための体制を整えてく
ださい

13.費用の額の算定に関する基準
 算定要件を満たしていない加算について自己点検し必要な措置を講じてください

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

改修期間（毎年４月―７月）

情報更新可（毎年８月―）

一斉更新（毎年８月―１１月） ４月-７月に新規指定された
事業所

既に登録のある事業所

長寿介護課より
IDとPWを記載した案内を送付

情報の更新不可
新規事業所の入力不可

新規事業所へ順次IDとPW送付
事業所が

データを提出

⇒三重県長寿介護課
（施設サービス班）で

内容を確認

⇒反映

※急ぎの場合は℡連
絡により早めの反映

可能

12

介護情報公表システム スケジュール



重点項目

目的

令和5年度松阪市介護保険サービス事業者等指導実施計画

13

今年度の運営指導について
介護保険施設等運営指導マニュアル令和4年3月（厚生労働省老健局総務課介護保険指導室）
を活用（介護保険最新情報vol.1062）
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010
.html）

指導内容
各サービス種別の確認項目及び確認文書の内容

実施頻度
原則として指定の有効期間内に少なくとも1回以上行う

開始時期
9月～２月

指導方法
面談方式（オンライン等の活用も有り）

14

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010


運営指導の流れ
1ヶ月前 運営指導実施通知

運営指導実施
書面審査

結果通知

15

事業所訪問及び当日講評

改善結果報告を提出

指導日1週間前までに書類提出

指導日当日、資料の提出

松阪市
介護サービス
事業者等

市から依頼した

利用者〇名分の重
要事項説明書（署
名入り）、居宅介護
支援計画（介護計

画書）等

データで提出可能
なマニュアル等の
提出もお願いします



令和6年3月末までの
経過措置について

1

１．業務継続計画の策定等

２．感染症の予防及びまん延の防止のための措置

３．虐待の防止に関する措置

４．認知症介護に係る基礎的な研修の受講

５．栄養管理の基本サービス化

６．口腔衛生管理の基本サービス化

2



１．業務継続計画の策定等

目的：感染症や災害の発生時にも、必要な介護サービスが継続的に提供できる
体制を構築する

対象：すべてのサービス

3

事業所が取組むこと
①業務継続計画の策定

計画に記載する項目
 感染症に係る業務継続計画

• 平時からの備え
• 初動対応
• 感染拡大防止体制の確立

 災害に係る業務継続計画
• 平常時の対応
• 緊急時の対応
• 他施設及び地域との連携

4



②定期的な研修・訓練の実施
 研修について

• 作成した計画の具体的な内容を共有する
• 平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行う
開催頻度：年1回（密着特養・GHは年2回）と新規採用時

 訓練について（机上訓練も可）
• 事業所内の役割分担の確認、実際に行うケアの演習等
開催頻度：年1回（密着特養・GHは年2回）

開催にあたっての注意点：
• 感染症の業務継続計画に係る研修及び訓練は、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓

練と一体的に実施しても差し支えない
• 他のサービス事業者と連携により行っても差し支えない
• すべての従業者が参加できるようにすることが望ましい
• 研修については、実施内容を記録する

③業務継続計画の見直しと変更
5

作成にあたっての参考資料

〇三重県⻑寿介護課ホームページ
「介護施設・事業所等における業務継続計画（ＢＣＰ）」

https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/m0072500119.htm
⻑寿介護課作成の手引き、作成例、様式例の掲載があります。

〇厚生労働省ホームページ
「介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_
00002.html
サービス別の固有事項も含め、作成のポイントについて動画が見られます。

6

https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/m0072500119.htm
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_


２．感染症の予防及びまん延防止のための措置
目的：感染症の発生及びまん延防止に関する取組の徹底
対象：すべてのサービス

7

事業所が取組むこと
①感染対策委員会の設置

開催頻度：おおむね6月に1回（密着特養は3月に1回）
感染症が流行する時期等には必要に応じ随時開催する必要あり

開催にあたっての注意点：
• 感染対策担当者を決める（密着特養では看護師が望ましい）
• 感染症対策の知識を有する者を含む幅広い職種で構成することが望ましい
• 知識を有する外部の者にも積極的に参画を得る
• 他のサービス事業者との連携により行うことも差し支えない
• 他の会議体と一体的に設置・運営することとして差し支えない
• テレビ電話装置等を活用して行うことができる
• 構成メンバーの責任及び役割分担を明確にする
• 委員会の結果は従業者に周知徹底を図る

※従業者が1名の居宅介護支援事業所は、開催しなくてもよいが指針を整備しておくこと

8



②指針の整備

 平常時の対策を決める
• 事業所内の衛生管理(環境の整備等)・

ケアにかかる感染対策等（手洗い等の標準的予防策）

 発生時の対応を決める
• 発生状況の把握・感染拡大の防止・関係機関との連携・行政等への報告等

※事業所内や関係機関への連絡体制を整備し、明記する
※従業者が1名の居宅介護支援事業所において委員会を開催しない場合、
指針の整備については、外部の専門家等と積極的に連携することが望ましい

9

③定期的な研修・訓練の実施
 研修について

• 感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発する
• 事業所の指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行
開催頻度：年1回（密着特養・GHは年2回）と新規採用時

 訓練について（机上訓練も可）
• 発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づいて行う
• 事業所内の役割分担を確認する
• 感染対策をした上でのケアの演習などを実施する
開催頻度：年1回（密着特養・GHは年2回）

開催にあたっての注意点：
• 事業所内で行うものでも差し支えない
• 他のサービス事業者と連携により行っても差し支えない
• 研修の実施内容を記録する

10



３．虐待の防止に関する措置
目的：◎虐待の未然防止・早期発見・発生した際の迅速かつ適切な対応

◎「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律
（高齢者虐待防止法）」の実効性を高める

対象：すべてのサービス

11

事業所が取り組むこと

①虐待防止検討委員会の設置
開催頻度：定めなし（定期的な開催）
• 虐待の発生の防止・早期発見・虐待等が発生した場合に

その再発を確実に防止するための対策を検討する

 委員会で検討する事項：
イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること
ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に

行われるための方法に関すること
へ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の

確実な防止策に関すること
ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

12



開催にあたっての注意点：
• 管理者を含む幅広い職種で構成する
• 専門家を積極的に活用する
• 構成メンバーの責務及び役割分担を明確にする
• 共有されるべき情報か、個別の状況に応じて慎重に対応する
• 他の会議体と一体的に設置・運営することとして差し支えない
• 他のサービス事業者との連携により行うことも差し支えない
• テレビ電話装置等を活用して行うことができる
• 委員会の結果（虐待に対する体制や再発防止策等）は従業者に周知徹底を図る

②虐待の防止のための指針の整備
 盛り込むべき事項

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項
ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項

13

③定期的な研修の実施
 研修について

• 虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発する
• 事業所の指針に基づいた虐待の防止の徹底
開催頻度：年 1 回（特養・GH は年 2 回）と新規採用時

開催にあたっての注意点：
• 事業所内で行うもので差し支えない
• 研修の実施内容を記録する

④虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
• 委員会の開催・指針の整備・研修の実施を適切に実施するため、専任の担当者を置くこと。

虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が望ましい。

14



４．認知症介護に係る基礎的な研修の受講
目的：認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、

認知症の人の尊厳の保障を実現する

対象：すべてのサービスの従業者の内、各資格を取得していない者

15

５．栄養管理の基本サービス化
目的：入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むこと

ができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行う

対象：地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

16



事業所が取り組むこと

①栄養ケア計画の作成
• 多職種が共同して施設入所時に把握した栄養状態をもとに

個別の計画を作成する
• 作成に当たっては、地域密着型施設サービス計画との整合性を図る
• 相当する内容を地域密着型施設サービス計画に記載する場合、

その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えられる

②栄養管理の実施と記録
計画に従って行い、定期的に記録する

③評価と見直し
計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて見直す

参考資料：厚生労働省「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755018.pdf
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6.口腔衛生管理の基本サービス化
目的：入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むため、

各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行う

対象：地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

18

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755018.pdf


事業所が取り組むこと
①⻭科医師又は医師の指示を受けた⻭科衛生士による指導

• 介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を受ける
• 指導は年2回以上受ける

②入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画の作成
• 相当する内容を地域密着型施設サービス計画に記載する場合、

その記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代えられる
• 計画は必要に応じて定期的に見直す
• 計画に記載すべき内容は以下の通り

イ 助言を行った⻭科医師
ロ ⻭科医師からの助言の要点
ハ 具体的方策
ニ 当該施設における実施目標
ホ 留意事項・特記事項

注意点：医療保険の⻭科訪問診療料が算定された日に①や、②に関する助言や指導を行う場合は、⻭科訪問診療又は
訪問⻭科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと

19

経過措置に係る委員会等の設置（ＧＨ・密着特養以外）
業務継続計画 感染症対策 虐待防止

委員会 6月に1回 〇
(頻度の定めなし)

指針等 計画の策定 指針の整備 指針の整備

研修 年1回 年1回 年1回

新規採用時研修 〇 〇 〇

訓練 年1回 年1回

担当者 〇 〇
他の事業者との

連携 〇 〇 〇（委員会のみ）
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経過措置に係る委員会等の設置（ＧＨ・密着特養）

業務継続計画 感染症対策 虐待防止
身体拘束等の
適正化（参考）

※既に義務化

委員会 3月に1回
〇

(定めなし・身体拘束適正化
委員会と同時開催可)

3月に1回

指針等 計画の策定 指針の整備 指針の整備 指針の整備

研修 年2回 年2回 年2回 年2回

新規採用時研修 〇 〇 〇 〇

訓練 年2回 年2回

担当者の設置 〇 〇 〇
他の事業者との

連携 〇 〇 〇（委員会のみ）
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令和６年４月１日より認知症介護基礎研修の受講が義務化されます。
【対象地域密着型サービス事業所】

• 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、
• 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、
• 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 に直接かかわる職員

令和6年3月31日までに、介護に関わる全ての従業者に対し受講させるために必要な
措置を講じてください。（新たに採用従業者は、採用後１年間の猶予期間あり。）

⇒猶予期間終了間近は研修受講希望者が増加することが予想されますので、
計画的な受講をお願いします。

【対象とならない者】…各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得している者

看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、
介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、⻭科医師、薬剤師、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師 等

【以下も義務化対象外】

• 養成施設において認知症に係る科目を受講した者
➙卒業証明書及び履修科目証明書により、受講が確認できること
• 福祉系高校の卒業生
➙卒業証明書により卒業が証明できること
• 認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修等の認知症の介護等に係る研修を

修了した者

【参考】
・介護保険最新情報Vol.952 令和3年3月26日「令和3年度介護報酬改定に関するQ＆A(Vol.3)(令和3年3月26日)」
の送付について 問3〜問10



開催日 研修形態

第１回 2023/6/23（火）
①Zoomによるオンラインでの受講 又は
②会場（三重県総合文化センター）での受講 から選択

第2回 2023/８/1（火）
①Zoomによるオンラインでの受講 又は
②会場（三重県総合文化センター）での受講 から選択

第3回
2023/10/24（火）

※7/25（火）募集開始予定
①Zoomによるオンラインでの受講 又は
②会場（三重県総合文化センター）での受講 から選択

第4回 2024/1/12（金 ）
①Zoomによるオンラインでの受講 又は
②会場（三重県総合文化センター）での受講 から選択

2023年度（令和5年度）三重県 認知症介護基礎研修 年間予定表

e-ランニングによる受講について
三重県⻑寿介護課ホームページ
「三重県認知症介護基礎研修を実施する法人の指定について」
https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/75176022962_00006.htm
三重県が指定している社会福祉法人 東北福祉会のｅ-ランニング研修案内ページにアクセスできます。

・各研修案内はメール及びFAXでご連絡させていただきます。
・ｅラーニングによる研修案内は松阪市から行いませんので、

各事業所で実施団体のホームページを確認し、申し込みを行ってください。

松阪市の推薦が必要な研修につきましては、市の申込締切日を遵守してください。

事業所登録
※事業所ごとに異なる
メールアドレスが必要

※事業所代表者が行ってください

事業所コード 受講申込
※受講者一人一人に異なる

メールアドレスが必要

各受講者のID・
PWで受講

※複数名での受講×

・序章と４つの章で構成され、各章ごとに複数の学習項目（5分〜10分）に分かれており、標準的な
動画視聴時間は150分程度です。

・4つの章ごとに5問の確認テストがあり、全問正解しないと次の章に進めないためご留意ください。

https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/75176022962_00006.htm


処遇改善加算等の内容について、計画書を用いて”全ての職員に周知すること”
が必須条件です。就業規則等で定める内容についても周知してください。

他市町村や県から指摘を受け、計画書の内容が変更になった際は、松阪市にも
計画書又は実績報告書の再提出をお願いします。

処遇改善加算等の留意事項

下記に処遇改善加算等に関する厚生労働省のQ＆A等が掲載されています。

〇松阪市役所ホームページ
https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/kaigohoken/shoguukaizen.html
〇三重県ホームページ
https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/85456022998-02-01-03_00012.htm
〇厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html 1

処遇改善加算等の計画書作成について
本様式2-1を入力前に
「基本情報入力シート」⇒「様式2-2」
「様式2-3」「様式2-4」を作成してください

以下の分類に従い、色付きセルに必要事項を入力してください。

各加算の算定に共通して必要な情報 入力セル
処遇改善加算の算定に必要な情報 入力セル
特定加算の算定に必要な情報 入力セル
ベースアップ等加算の算定に必要な情報 入力セル

色付きセル以外は「基本情報入力シート」「様式2-2」「様式2-3」「様式2-4」に入力し
た情報が入力されています。

基本情報入
力シート

様式2-2,
2-3,2-4

様式2-1

ワークシート
入力の流れ

一部自動転記 一部自動転記

2

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/kaigohoken/shoguukaizen.html
https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/85456022998-02-01-03_00012.htm
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html


地域密着型サービスや総合事業については、
指定元の市町村をひとつのセルにすべて

記入してください。

同一事業所で本体サービスと介護予防
サービスを実施している場合は、

両者を合計した単位を記入してください。

処遇改善加算、特定加算及びベースアップ
等加算の単位数を除いてください。

基本情報入力シート

3

賃金総額
※賞与込み 32万円 26万円 40万円

うち処遇改善に
よる賃金改善

6万円
(基本給3万円、

手当3万円)

3万円
(基本給2万円、

手当1万円)
―

うち特定加算に
よる賃金改善

4万円
(手当3万円、
賞与1万円)

2万円
(手当1万円、
賞与1万円)

1万円
(賞与1万円)

うちベア加算に
よる賃金改善

1万円
(基本給7千円、

賞与3千円)
―

1万円
(基本給7千円、

賞与3千円)

●「様式2-1」に記載する各加算による賃金改善の見込額について、
具体的な算出方法は問いませんが、各職員に対して各加算を原資として行う
予定の賃金改善額を積み上げるなどの適切な方法により推計してください。

各加算による
賃金改善額の
算出イメージ

4



賃金改善実施期間は、原則4月から3月までに連続する期間です。
ただし、例えば、介護報酬のサービス提供月の２か月遅れで賃金の支払いを
行っている場合は、６月から5月までと記入してください。

様式2-1

様式2-2,
2-3,2-4

必ずしも算定対象月（通常4月から3月）
イコール

賃金改善実施期間（賃金の支払い方法により、6月から5
月となることもある）ではありません

5

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

サービス提供月

報酬請求

加算の入金

処遇改善による
賃金改善

賃金改善実施期間を（仮）令和5年4月〜令和6年3月とする場合、
改善方法を「令和6年6月に賞与や一時金として支給」とするのは、

賃金改善実施期間外のため当該年度における賃金改善とみなされません。
ご注意ください。

6



上記取組の開始時期は、賃金改善実施期間始まりを記入するわけではないため
注意してください。
初めて当該加算を取得した年月を記入してください。

様式2-1 3 介護職員処遇改善加算の要件について(1)賃金改善を行う賃金項目及び方法

7

Q.処遇改善加算の算定要件である「処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善」
に関して、下記の取組に要した費用を賃金改善として計上して差し支えないか。

①法人で受講を認めた研修に関する参加費や教材費等について、あらかじめ介護
職員の賃金に上乗せして支給すること。
②研修に関する交通費について、あらかじめ介護職員に賃金を上乗せして支給す
ること。
③介護職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際の費用を
法人が肩代わりし、当該費用を賃金改善とすること。

A.キャリパス要件や職場環境等要件を満たすために要する費用については、
算定条件における賃金改善の実施に要する費用に含まれません。

当該取組に要する費用以外であって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を行うための
具体的な方法については、労使で適切に話し合った上で決定してください。

8



様式2-1

特定処遇改善加算による平均賃金改善額(エ)が、A＞B≧２Cであることが基本
です。

ただし、Cの平均賃金額がBの平均賃金額を上回らない場合のみ、B≧２Cの要
件を満たさない配分が可能です。

その際は、B及びCの平均賃金の見込額(カ)を記入してください
（賃金改善額の平均ではありません）

4 介護職員等特定処遇改善加算の要件について(1)特定加算のグループごとの配分要件

9

Q.「月額8万円の処遇改善加算」「改善後の賃金が440万円以上」の賃金に含める範囲は？

月額8万円の処遇改善加算 改善後の賃金が440万円以上
手当等含める 〇 〇
法定福利費等の増加分を含める 〇 ×
処遇改善加算、特定加算、
ベースアップ等加算（処遇改善
加算等）を含める

特定処遇改善加算のみ 処遇改善加算等を取得し実施
される賃金改善の見込額を含む

法定福利費等の増加分とは…
①法定福利費（健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、
労災保険料等）における、本交付金による賃金上昇分に応じた事業主負担増加分
②法人事業税における本交付金による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価値額増加分
また、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができる。

※任意加入とされている制度に係る増加分（例えば、退職手当共済制度等における掛金等）は含まない

10



特定処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表
することが必要です。
計画書提出時には、体制を整えてください。
＜公表方法＞
介護サービスの情報公表制度を活用していることを原則求めているが、利用が
難しい場合等は、各事業所のホームページを活用する等、外部から見える形で
公表してください。
＜公表内容＞
・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況
・賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容

様式2-1

11

賃金改善の見込額の配分割合を確認しています。
すべてを基本給又は毎月決まって支払われる手当として配分する場合は、(ⅰ)と等しい金額です。
一時金等で支給する場合等、すべてを基本給又は毎月決まって支払われる手当に充てない場合は、

該当金額を入力してください。
いずれにしても(ⅰ) (ⅱ)の金額を上回ることはありません。

様式2-1

12



令和4年度分の
実績報告書提出期限
令和5年7月31日

令和4年度と令和5年度
の実績報告書の様式が

異なります。
ご注意ください。

令和4年度 令和5年度

13

賃金総額や賃金改善額等について、
事業所ごとの内訳の記載が不要と

なりました

14



計画書及び実績報告書提出方法
地域密着型サービスに加え総合事業の指定を受けている場合は、
指定権者それぞれに計画書及び実績報告書を提出ください
〇地域密着型サービス➙介護保険課 〇総合事業➙高齢者支援課

【介護保険課】
地域密着型サービス

【高齢者支援課】
総合事業 個人情報保護の観点から、また、送受信時の

トラブルに備える点から、提出用ページでの
提出を推奨いたします。

松阪市ホームページ「介護職員処遇改善加算
及び介護職員等特定処遇改善加算について」
ページ内に、URLと二次元バーコードを記載
しています。

15

①労働基準法第89条に規定する就業規則
(ⅰ)賃金・退職所得・臨時の賃金等に関する規程
(ⅱ)キャリパス要件Ⅰに係る任用要件及び賃金形態に関する規程
(ⅲ)キャリパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程

②労働保険に加入していることが確認できる書類
(ⅰ)労働保険関係成立届、労働保険概算、確定保険申告等

③その他計画書及び実績報告書の内容を証明する資料
(ⅰ)キャリアパス要件Ⅱに係る資質向上の目標及び具体的な計画
(ⅱ)介護職員処遇改善加算の実績が確認できる書類

介護職員給与支払い明細書一覧、国保連が毎月送付する「介護職員処遇
改善加算総額のお知らせ」等

届出内容を証明する資料
運営指導等の際に根拠となる

資料を求めます。
適切な保管をお願いします。

16



開催頻度

運営推進会議

地域密着型通所介護
おおむね６月に１回以上

認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護

おおむね２月に１回以上
看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
認知症対応型共同生活介護

介護・医療連携推進会議 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 おおむね６月に１回以上

運営推進会議等について
利用者・市町村職員・地域住⺠の代表等に対し、提供しているサービスの

内容等を明らかにし、地域に開かれたサービスとすることで、
サービスの質の確保を図ることを目的。

運営推進会議等に対しサービス提供状況を報告し、評価を受けるとともに、
必要な要望、助言等を聴く機会を自ら設けなければならない。

1

感染拡大防止の観点から、文書による情報提供・報告、延期、中止等、事業
所や地域の実情を勘案し、柔軟に取り扱って差し支えない。
【参考】
介護保険最新情報Vol.773 令和2年2月28日「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人
員基準等の臨時的な取扱いについて（第３報）」問8

新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱い

廃止

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置づけ
が令和5年5月8日以降「5類感染症」に変更されました。
それにより、上記取扱いは廃止されましたので、必要な開催頻度に基づいて
適切な取扱いをお願いいたします。

2



実施回数の緩和要件のひとつに
運営推進会議を1年間に6回以上開催していることが必要です。

感染症への対応として、文書による情報提供・報告、延期、中止等、
事業所や地域の実情を勘案し、柔軟に取り扱うことが可能でしたが、

こちらも廃止になりました。

感染者の発生等により開催予定日に従来とおりの開催が難しい場合も
開催日の延期・オンライン開催・出席者の縮小等により

会議形式で1年間に6回以上を満たすように取扱いください。

認知症対応型共同生活介護の外部評価緩和について

3

運営推進会議の報告事項

・運営状況の評価及び報告
・入居者の状況や生活の様子（要介護度・年齢・利用年数等）
・ヒヤリハット・事故・苦情の報告
・活動状況報告（行事・レクリエーション等）
・地域住⺠との交流の機会
・職員の異動・研修実施状況
・感染症対策の取組み

★非常災害対策として、避難、救出等の訓練を行った場合は、
訓練日時・参加人数（内訳：消防署〇人、市〇人、地域住⺠〇人、利用者
〇人、従業者〇人）・内容の報告

非常災害対策として、訓練時の地域住⺠と
の連携が努力義務として追加されました。
松阪市の運用として、災害訓練を行った場
合は、運営推進会議でご報告ください。

例
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Q.地域密着型通所介護（認知症対応型通所介護を含む）において、利用者が
サービス提供時間中に出席した場合

サービス提供時間としてカウントできますか？

A.サービス提供中に行うことについて、やむを得ない理由は考え難い。
しかし、サービス中断の上、利用者が運営推進会議に出席した場合は、

原則、サービスを中断した時点で、当該回のサービスは終了したものとし、
その後、サービスを再開しても再開後に係る介護報酬は、算定できない。

地域密着型通所介護サービス
算定可

運営推進会議に出席
算定不可

地域密着型通所介護サービス
算定不可

A B C開始
9：00

中断→終了
13：30

再開
15：00

終了
17：00

利用者の出席は、サービス提供日外・時間外に行うなどのご対応をお願いします
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松阪市介護保険サービス事業者等集団指導
アンケートについて（第２部）

本日の内容について、アンケートのご回答をお願いします

【松阪市ホームページへ掲載（7月11日16時公開）】
URL︓https://logoform.jp/form/TY2e/25255

回答期限︓令和５年７月31日（月）

https://logoform.jp/form/TY2e/25255

